
1 
 

和光市勤労青少年ホーム意見交換会 会議録（要点記録） 

 
■日 時：令和８年２月２６日（木）１７：００～１８：３０ 

■場 所：和光市勤労青少年ホーム ２階講習室 

■出席者：利用者等 １０名 

■事務局：産業支援課長 髙□、産業支援課課長補佐兼勤労青少年ホーム館長 大里、 

産業育成支援担当統括主査 白田、産業育成支援担当主事 羽沢 

                 
１ 開 会 …… 大里 

 

２ 廃止の検討に至った経緯・今後の流れについて ……説明 白田 

 

３ アンケート結果について ……説明 白田 

 

４ 代替施設について ……説明 羽沢 

 

５ 質疑応答 

 

出席者 ３点質問があります。１点目に、ここは元々県の施設だったという認識で間違い 

   ないでしょうか。２点目に、勤労青少年ホームを廃止することは、市として既に決 

   定したことなのですか。廃止するかどうかの最終決定はいつですか。３点目に、施 

   設の廃止が決定した場合、この施設はいつまで利用できますか。 

 
事務局 １点目については、元々県が施設を建て、運営管理は各市町村が実施していまし

た。建物も土地も、元々は県の土地でした。現在は全て市の所有になっています。

２点目については、庁内では廃止について合意形成を取ったところです。令和８年

９月議会の議決が最終決定となります。３点目については、令和８年９月議会で廃

止が承認されれば、令和９年３月末までが利用期間になります。 
 

出席者 万が一議会で承認を得られなかった場合は、令和９年４月以降の運営について別 
   途検討するということですか。 
 
事務局 おっしゃるとおりです。施設の老朽化が進んでいるため、利用者の皆さまに安全

に施設を利用いただくためにどう対処していくかが懸念点です。 
 
出席者 施設の廃止理由について、大体理解はしました。予算には限りがありますが、勤 
   労青少年が希望を持てるような、今後も勤労青少年への支援を持続できるような取

り組みをしてもらいたいと思います。 
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出席者 元々はアクシスで指定管理者が実施していたヨガ教室に通っていましたが、アク

シスの運営方法が変わり、ヨガ教室のメンバーでサークルをつくることになりまし

た。できるだけサークルの費用を抑えたいということで、活動場所を探し勤労青少

年ホームを利用し始めた矢先だったので、紙面で勤労青少年ホーム廃止のお知らせ

を受けたときはとてもショックでした。代替施設は北地域センターを考えています

が、地域センターも老朽化しつつある中でこれからちゃんと施設が運営されるのか

という心配があります。 
また、新倉１丁目は人口に対して避難所が少ないと思うところがあるので、その

点について働きかけがあっても良いのではないかと思います。 
 
事務局 避難所については危機管理室と連携をとりながら、市民の安全を確保するために 
   動いていかなければならないと私どもも考えております。 
 
出席者 この建物は現在の建築基準に適合していますか。恐らく適合していないと思うの

ですが、そのような施設の安全性に対する不安が廃止理由のひとつになっているの

でしょうか。 
 
事務局 耐震基準についてはギリギリ適合しているという状況です。 
 
出席者 私どもの団体は、地区社協として地域住民の居場所づくりという目的で勤労青少

年ホームを利用させていただいています。高齢の方が多く参加されているので、代

替施設が遠方だと、そういった方々は代替施設の利用が難しいかと思います。調理

室や講習室を主に利用していますが、これまでと同じような規模感で利用できる代

替施設を勤労青少年ホーム近郊で探していただけるととても助かります。 
 
事務局 小学校の特別教室の貸出可否については、教育委員会で判断することとなります。

私どもから教育委員会へ事情を共有し、地区社協の方のご意向をお伝えすることは

可能ですが、最終的に特別教室の利用許可が下りるかどうかについては、私どもか

らお話しすることはできません。 

 

出席者 広報にも地区社協の特集を組んでいただき、市が地区社協の活動を応援してくれ

るようになりつつあるので、今後も支援いただきたく思っています。 

 

出席者 利用料が無料だから、勤労青少年ホームを利用している方が多いと思います。他

の公共施設は利用料がかかってしまうので、もう少し市民に優しい値段設定にして

いただきたいです。 

 

事務局 公共施設にはどうしても維持管理費がかかりますので、利用者負担は多少なりと

も発生せざるを得ないと思っています。和光市は、比較的公共施設利用料が安く設
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定されています。また、無料で勤労青少年ホームを利用できるのは和光市のみです。 

 

出席者 勤労青少年ホームを廃止することで１，９００万円の維持管理費が浮くことにな

ると思いますが、勤労青少年や子どもたちの支援のために予算を割いていただきた

いです。 

 

事務局 勤労青少年ホームを廃止しても、勤労青少年への支援事業は継続します。例えば   

公民館や地域センターなどの部屋を借りて、各種セミナーや講座の開催を継続する

ことなどを考えております。 

 

出席者 アクシスや公民館なども老朽化が進んでいると思いますが、そういった公共施設   

もいずれは廃止していくということでしょうか。 

 

事務局 資産戦略課という部署が市内公共施設をマネジメントしております。建物によっ   

て老朽化の状態は異なりますが、建物の方向性についてはその時々の各管轄課所と   

の議論の結果によるかと思います。 

 

出席者 この辺りは、スーパーやドラッグストアがありませんし、ATM や郵便局もありま

せん。不便でつまらないところだと思っている方が多いと思います。若い世代にと

っても住みにくいので、高齢の方はもっと不便に思っていらっしゃると思います。 

 

事務局 この辺りは静かな住宅街ですが、生活面については苦労される部分もあるかと思   

います。区画整理事業についてはなかなか進まない状況ですが、ご意見について区

画整理担当課の都市整備課にお伝えします。 

 

出席者 私は音楽室を個人利用しています。代替施設は団体登録しないと利用できない施    

設がほとんどなので、個人で利用できるようなところがあるとありがたいです。総

合児童センターの音楽スタジオは１９時から利用できるとのことですが、その時間

帯だと都合に合いません。 

 

出席者 インターネットで調べたら、「勤労青少年ホームは単なる活動場所ではなく、青少

年の成長や社会参加を支える包括的な支援拠点として地域社会における重要な役割   

を果たしている」と記載がありました。「地域社会における重要な役割」と位置づけ

られるこのような施設を廃止したあとは、市民をどのように誘導していくのか何か

市の考えはありますか。 

 

事務局 勤労青少年ホームは、勤労青少年の就職や生活に関する相談窓口の機能を有して

いました。現在、就職相談や生活相談については、社会福祉協議会や他の社会福祉

法人などにより「すたんど・あっぷ和光」や「すてっぷ」、「中央くらし・仕事相談
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センター」が設置され、そこが主な相談窓口となっています。勤労青少年ホームが

設置された当時に勤労青少年ホームが果たしていた役割や機能を、今は別の機関で

もに担っていると言えます。 

また、先ほどお話をさせていただきましたが、勤労青少年ホームの廃止と同時に

勤労青少年支援事業を無くすわけではなく、別施設の部屋を会場として講座等を開

催するなど、事業自体は今後も継続してまいります。 

 

出席者 各利用団体によって事情は異なると思いますが、勤労青少年ホームが廃止された 

   あとにどの代替施設を利用すればよいかという旨の相談をするための窓口はありま 

   すか。 

 

事務局 まずは産業支援課までご相談いただければ、利用目的に最も近い公共施設のご紹   

介や担当課等への情報共有をさせていただきます。 

 

６ 閉会 

 


